
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

斐川宍道水道企業団
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※類似事業体とは給水人口規模や水源の種類、地理的条件の類似している17の事業体 
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「職員一人当たり有収水量」は類似事業体と同程度で推移しています。
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緊急給水栓 給水バッグ，ポリタンク
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向上に努めます。経理や料金、経営に関する知識についても、職場研修や研修会参加

等により取得と向上に努めます。また、当事業固有の内容については、業務マニュアルの

策定等の技術継承方策についても必要に応じて検討します。  
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